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「
多
摩
地
域
に
お
け
る
都
市
計
画

道
路
の
整
備
方
針
」
が
こ
の
ほ
ど

ま
と
ま
り
、
公
表
さ
れ
ま
し
た
。

　

主
な
内
容 
は
、
①
未
着
手
の
都

市
計
画
道
路
を
対
象
と
し
た
必
要

性
の
確
認
②
今
後　

年
間
に
優
先

１０

的
に
整
備
す
べ
き
路
線
（
優
先
整

備
路
線
）
の
選
定
（
第
三
次
事
業

化
計
画
）
③
多
摩
の
地
域
特
性
を

踏
ま
え
た
新
た
な
道
路
整
備
の
あ

り
方
の
提
案
④
優
先
整
備
路
線
に

選
定
さ
れ
な
か
っ
た
路
線
に
つ
い

て
の
都
市
計
画
道
路
区
域
内
の
建

築
制
限
の
緩
和
、
な
ど
で
す
。

　

こ
の
案
の
全
文
は
、
都
都
市
整

備
局
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
、
都
民
情
報

　

４
月
に
開
園
し
た
ひ
ば
り
保
育

園
（
ひ
ば
り
が
丘
団
地
８
ノ　

）
１０

で
は
、
６
月
か
ら
一
時
保
育
事
業

を
行
い
ま
す
。

利

用

対

象

者

利

用

対

象

者

　

保
護
者
が
就
労
や
通
学
、
通
院

等
に
よ
り
断
続
的
に
家
庭
で
の
育

児
が
困
難
と
な
る
場
合
や
疾
病
、

出
産
、
冠
婚
葬
祭
等
で
緊
急
に
保

　「春の行政相談強調週間」は、行政相談制度について広報および関係行事を積極

的に実施し、広く市民の皆さんに同制度への理解を深め利用していただくものです。

　毎日の暮らしの中で、国・都・市役所などの仕事へのご意見や苦情・要望はあり

ませんか。そのようなときは、行政と住民とのパイプ役として総務大臣から委嘱さ

れた「行政相談委員」が相談に応じています。

　【相談内容】年金・保険、道路、河川、郵便、登記、福祉など行政全般
　【市の行政相談委員】栄田征子氏�４７１・２４１６▽小山正勝氏�４７１・３９５５▽篠宮松
美氏�４６５・１８３９

○次の窓口でも相談を受け付けています
　ぜひご利用ください。

　▼総務省東京行政評価事務所の「行政苦情１１０番」　�０５７０・０９０１１０（ファクス
０３・５３３１・１７６１）

　▼総務省のホームページ　http://www.soumu.go.jp/
　▼東京総合行政相談所（西武百貨店池袋店７階）　�０３・３９８７・０２２９（休業日を
除く毎日受け付け）

○市でも行政相談を実施しています
　市では、奇数月の第２水曜日、午後１時～４時に市役所２階相談室で行政相談を

実施しています。また、日ごろ電話での相談も「行政相談委員」は受け付けていま

す。相談費は無料です。気軽にご利用ください。

　詳しくは広報課広聴担当�４７０・７７０８へ。

納期内納税 
キャンペーン

　５月１７日（水）に東久留米駅頭

で、「都内全区市町村一斉納期内

納税キャンペーン」を実施します。

　当日は、市職員が駅頭に立ち、

チラシ等を配布し、市税の納期内

納税を呼び掛けます。勤務時間帯

ではありますが、ご理解の程よろ

しくお願いします。

　詳しくは納税課�４７０・７７３０へ。

　

５
月　

日
（
水
）
は
、
固
定
資

３１

産
税
第
１
期
、
軽
自
動
車
税
の
納

期
限
で
す
。最
寄
り
の
金
融
機
関
・

郵
便
局
で
お
納
め
く
だ
さ
い
。

６６月から月から
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育
が
必
要
と
な
る
場
合
に
ご
利
用

い
た
だ
け
ま
す
。

対

象

児

童

対

象

児

童

　

満
１
歳
〜
未
就
学
児
。

保

育

時

間

保

育

時

間

　

祝
日
を
除
く
月
曜
〜
土
曜
日
の

午
前
８
時
半
〜
午
後
５
時
。

利

用

料

利

用

料

　

全
日
２
０
０
０
円
、
半
日
１
０

０
０
円
（
食
事
代
を
含
む
）。

利
用
に
当
た
っ
て

利
用
に
当
た
っ
て

　

事
前
に
登
録
が
必
要
と
な
り
ま

す
。
保
険

証
な
ど

の
氏
名

や
住
所

が
確
認

で
き
る

も
の
を

持
参
の
上
、
ひ
ば
り
保
育
園
で
登

録
を
し
て
く
だ
さ
い
。

　

詳
し
く
は
同
保
育
園
�
４
６

３
・
６
６
５
５
へ
。

納
税
に
ご
協
力
を

納
税
に
ご
協
力
を

　
【
市
税
納
期
限
】
下
表
の
通
り

　

詳
し
く
は
納
税
課
�
４
７
０
・

７
７
３
０
へ
。

市税納期限一覧

軽自動車税
国民健康
保険税

市・都民税
(普通徴収)

固定資産税
都市計画税

５月３１日７月３１日６月３０日５月３１日１期

８月３１日８月３１日７月３１日２期

１０月２日１０月３１日１２月２５日３期

１０月３１日１９年１月３１日１９年２月２８日４期

１１月３０日５期

１２月２５日６期

１９年１月３１日７期

１９年２月２８日８期

１９年３月２６日９期

　

母
子
家
庭
の
生
活
の
安
定
と
自

立
を
促
進
す
る
た
め
に
支
給
さ
れ

て
い
る
児
童
扶
養
手
当
の
額
が
４

月
か
ら
次
の
通
り
改
定
さ
れ
ま
し

た
。

　

▼
全
部
支
給
＝
月
４
万
１
７
２

０
円（
改
定
前
４
万
１
８
８
０
円
）

児
童
扶
養
手
当
の
額
が

　
　
　

改
定
さ
れ
ま
し
た

　

▼
一
部
支
給
＝
月
４
万
１
７
１

０
円
〜
９
８
５
０
円
（
改
定
前
４

万
１
８
７
０
円
〜
９
８
８
０
円
）

　

※
今
回
の
改
定
は
、
消
費
者
物

価
指
数
の
マ
イ
ナ
ス
０
・
３
�
を

基
準
と
し
て
改
定
さ
れ
た
も
の
で

す
。

支
給
対
象
年
齢
拡
大
・ 

所

得

制

限

緩

和

　

４
月
１
日
か
ら
、
支
給
対
象
年

齢
が
、
現
在
の
小
学
校
３
学
年
修

了
前
（
９
歳
到
達
後
最
初
の
年
度

末
）
ま
で
か
ら
、
小
学
校
修
了
前

（　

歳
到
達
後
最
初
の
年
度
末
）ま

１２で
に
拡
大
さ
れ
ま
し
た
。
ま
た
、

所
得
制
限
も
下
表
の
通
り
緩
和
さ

れ
ま
し
た
。
４
・
５
月
分
は　

年
１６

分
の
所
得
で
判
定
し
ま
す
が
、
６

月
分
か
ら
は　

年
分
の
所
得
で
判

１７

定
し
ま
す
。
今
ま
で
所
得
制
限
で

受
給
で
き
な
か
っ
た
方
も
受
給
で

き
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　

小
学
校
５
・
６
年
生
の
児
童
が

い
る
世
帯
の
保
護
者
、
小
学
校
４

年
生
ま
で
の
児
童
が
い
て
児
童
手

当
を
現
在
受
給
し
て
い
な
い
保
護

者
に
は
「
案
内
」
の
文
書
を
４
月

下
旬
に
送
り
ま
し
た
。
こ
れ
に
よ

り
請
求
し
て
く
だ
さ
い
。
ま
だ
届

い
て
い
な
い
場
合
は
再
度
送
り
ま

す
の
で
、
子
育
て
支
援
課
�
４
７

０
・
７
７
３
６
へ
連
絡
し
て
く
だ

さ
い
。

　

な
お
、
小
学
校
４
年
生
の
児
童

が
い
て
、　

年
３
月
ま
で
当
該
児

１８

童
に
対
す
る
児
童
手
当
を
受
給
し

て
い
た
場
合
は
、
手
続
き
の
必
要

が
あ
り
ま
せ
ん
。

　

改
正
に
伴
う
新
規
請
求
等
は
、

９
月　

日
（
金
）
ま
で
受
け
付
け

２９

た
も
の
に
限
り
特
例
的
に
、
支
給

要
件
に
該
当
し
た
日
に
さ
か
の

ぼ
っ
て
支
給
し
ま
す
。

　

詳
し
く
は
同
課
へ
。

児童手当所得制限額

児童手当所得制限額
（カッコ内は特例給付）扶養親族数

４,６００,０００円　（５,３２０,０００円）０人

４,９８０,０００円　（５,７００,０００円）１人

５,３６０,０００円　（６,０８０,０００円）２人

５,７４０,０００円　（６,４６０,０００円）３人

６,１２０,０００円　（６,８４０,０００円）４人

６,５００,０００円　（７,２２０,０００円）５人

※扶養親族が１人増えるごとに３８０,０００円を加算。

※所得とは、源泉徴収票では「給与所得控除後の金額」を、

確定申告では「所得合計の金額」をいいます。

※「特例給付」は、厚生年金や各種共済年金の加入者が

対象となります。

詳
し
く
は
子
育
て
支
援
課
助
成
係
�
４
７
０
・
７
７
３
６
へ
。

　

都
と
多
摩
地
域
の
関
係
市
町
が

共
同
で
策
定
に
取
り
組
ん
で
い
た

◎東京都施行
　東３・４・１５号線の１（東３・４・

１８号線～東３・４・２１号線）

　東３・４・１８号線（五小通り～東

３・４・１３号線）

◎市施行
　東３・４・１３号線（東３・４・１８

号線～本町四丁目）

　東３・４・２０号線（神宝町一丁目

～新座市境）

　東３・４・２１号線（小平市境～主

要地方道５号線〈新青梅街道〉）

ル
ー
ム
（
都
庁
第
一

庁
舎
３
階
）、市
都
市

計
画
課
窓
口
（
市
役

所
５
階
）
お
よ
び
市

政
情
報
コ
ー
ナ
ー

（
市
役
所
２
階
）で
ご

覧
い
た
だ
け
ま
す
。

　

詳
し
く
は
都
都

市
整
備
局
街
路
計

画
課
�　

・
５
３
８

０３

８
・
３
２
９
３
ま
た

は
市
都
市
計
画
課

�
４
７
０
・
７
７
６

２
へ
。　

◆都都市整備局ホームページ
http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/

　東久留米消防署では、消防団と協力

して台風シーズンに備えた水防訓練を

実施します。

　訓練を通して水防や治水の大切さを

理解していただきますよう、市民の皆

さんの来場をお待ちしています。

　【日時】５月２０日（土）午前９時～１０
時

　【会場】東久留米消防署前沢出張所
（前沢４－６－３）

　詳しくは同署�４７１・０１１９へ。

水防訓練を
　実施します

５月１ ７ 日（水）
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�春の行政相談強調週間�
５月２２日（月）～２８日（日）

市内の優先整備路線

「
多
摩
地
域
に
お
け
る

「
多
摩
地
域
に
お
け
る

都
市
計
画
道
路
の
整
備
方
針
」

　

都
市
計
画
道
路
の
整
備
方
針
」がが

ま
と
ま
り
ま
し
た

　
　
　
　
　
　
　
　

ま
と
ま
り
ま
し
た

児
童
手
当
法
が

児
童
手
当
法
が

改
正
さ
れ
ま
し
た

　

改
正
さ
れ
ま
し
た


